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７
月
の
お
知
ら
せ

７
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和３年（2021年） ７月号 仙台市政だより　令和３年（2021年） ７月号

お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

■固定資産税・都市計画税の納期です
　令和３年度の固定資産税・都市計画税の第２期分は、
８月２日㈪までに金融機関等で納めてください。また、
口座振替をご利用の方も８月２日㈪に振り替えになりま
す。
問収納管理課☎214･1010
■市税の納付が困難な方へ
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の
減少があったなど、市税を納期限に納めることが困難な
事情がある方について、納税のご相談を受け付けていま
す。猶予制度を利用できる場合もありますので、詳しく
はお問い合わせください。
問北徴収課【青葉区】☎214･8152【泉区】☎214･502
7、南徴収課【宮城野区・若林区】☎214･8153【太白区】
☎214･8154
■固定資産税（家屋）についてのお願い
家屋を取り壊した時はお知らせください
　家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊し
などを予定している方は、家屋が所在した（する）区の
担当課までお知らせください。なお、滅失登記をした場
合は連絡不要です。
家屋調査へご協力をお願いします
　令和４年１月１日（賦課期日）までに新増築工事等が
完了した家屋には、令和４年度から固定資産税が課税さ
れます。課税の基礎となる家屋の評価額算出のため、間
取りの分かる平面図や、部屋ごとの仕上一覧などの資料
を用意していただく必要があります。対象となる方には
個別にお知らせします。詳しくはお問い合わせください。
問北固定資産税課【青葉区】☎214･8604【泉区】☎21
4･8605、南固定資産税課【宮城野区・若林区】☎214･
8694【太白区】☎214･8695

税のお知らせ

保
健
･
福
祉

募
集

ク
マ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い　
　

 
　
夏
は
山
中
に
餌
が
少
な
く
、
ク
マ

の
行
動
範
囲
が
住
宅
地
付
近
ま
で
広

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
朝
夕
の
薄

暗
い
時
間
は
ク
マ
が
活
発
に
行
動
し

ま
す
の
で
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

登
山
や
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
に
お
出
か

け
の
際
は
、
鈴
や
ラ
ジ
オ
を
携
帯
し
、

万
が
一
ク
マ
に
出
合
っ
た
場
合
に
は

慌
て
ず
、
向
き
合
っ
た
ま
ま
ゆ
っ
く

り
後
退
し
ま
し
ょ
う
。
物
を
投
げ
る
、

大
声
を
出
す
、
走
る
な
ど
、
ク
マ
が

興
奮
す
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　
出
没
情
報
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
ク
マ
出
没
情
報
マ
ッ
プ
」
や
メ

ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
（
事
前
登
録

制
）
で
も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

問
環
境
共
生
課
☎
214 

・
０
０
１
３

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
の
請

求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
給
付

を
受
け
る
た
め
に
は
、
市
へ
の
請
求

が
必
要
で
す
。
対
象
と
な
る
方
は
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◦
対
象‖

施
設
等
利
用
給
付
認
定

（
新
２
号
・
新
３
号
）
を
受
け
て
い

る
方
で
、
幼
稚
園
お
よ
び
認
定
こ
ど

も
園
の
預
か
り
保
育
事
業
、
認
可
外

保
育
施
設
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病

児
保
育
事
業
、
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ

ー
ト
事
業
を
利
用
し
て
い
る
方　
◦

対
象
と
な
る
利
用
期
間‖

４
月
１
日

～
６
月
30
日　
◦
請
求
期
限‖

７
月

20
日
㈫　
◦
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
仙
台
市
幼
児

教
育
無
償
化
事
務
セ
ン
タ
ー
☎
214
・

８
９
７
８

エ
イ
ズ
・
梅
毒
即
日
検
査　
　

◦
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す　
◦
予
約

制　
申
検
査
日
の
１
カ
月
前
～
前
日

ま
で
の
平
日
午
後
１
時
～
４
時
に
予

約
専
用
電
話
☎
090
・
４
４
７
８
・
４

６
４
１
で
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
申
し
込
め
ま
す　
問
感
染
症
対
策

室
☎
214
・
８
０
２
９

検
査

日
時

会
場
定
員

検
査
結
果

休日検査

8/7㈯
13:30～15:00

健康相談所　興生館
（青葉区宮町1-1-5）

各20人〔先着〕

採血後約１時間ほどでお知らせします
（判定保留の場合は、後日お知らせ

します）

金曜夜間検査

8/13㈮・27㈮
17:00～19:00

アエル６階

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請 

を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は

一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
（
所
得
審
査

有
り
。
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、
４

段
階
の
免
除
区
分
）。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事
業 

入
会
説
明
会

◦
対
象‖

子
ど
も
を
預
け
た
い
方

（
利
用
時
間
に
応
じ
た
費
用
が
か
か

り
ま
す
）
と
、
預
か
る
こ
と
が
で
き

る
方　
◦
託
児
有
り
（
１
歳
～
３
歳

６
カ
月
。
要
申
し
込
み
）　
申
電
話

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
参
加
者
の
氏
名

と
電
話
番
号
、
参
加
希
望
日
、
託
児

希
望
の
方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年
齢

も
記
入
）
で
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー

ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０
０
１
、

℻
214
・
８
６
１
０

日
時

会
場

7/20
㈫

10:00
～
11:15

太
白
区
中
央
市
民
セ
ン

タ
ー

8/5
㈭

泉
区
役
所
東
庁
舎
１
階

中
会
議
室

寝
た
き
り
の
方
の
訪
問
健
康
診

査◦
実
施
期
間‖

７
月
１
日
㈭
～
９
月

30
日
㈭　
◦
対
象‖

40
歳
以
上
の
在

宅
で
寝
た
き
り
の
方　
◦
健
診
項
目

‖

基
礎
健
康
診
査
に
準
じ
ま
す　
◦

自
己
負
担
金
は
あ
り
ま
せ
ん　
◦
か

か
り
つ
け
医
に
相
談
の
上
、
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い　
申
電
話
で
８
月
31

日
ま
で
に
区
役
所
家
庭
健
康
課
、
総

合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー

ジ
）

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
お
送

り
し
ま
す

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
す

る
場
合
は
、
世
帯
や
所
得
な
ど
に
応

じ
て
１
～
３
割
の
利
用
者
負
担
（
自

己
負
担
）
が
あ
り
ま
す
。

　
要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
お
よ
び
豊
齢
力
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
に
よ
り
事
業
対
象
者
と
判
定

さ
れ
た
方
に
、
８
月
か
ら
適
用
さ
れ

る
負
担
割
合
を
記
載
し
た
「
介
護
保

障
害
者
交
通
費
助
成
の
更
新
申

請
が
始
ま
り
ま
す

　
ふ
れ
あ
い
乗
車
証
、
福
祉
タ
ク
シ

ー
利
用
券
、
自
家
用
自
動
車
燃
料
費

助
成
券
、
敬
老
乗
車
証
（
70
歳
以
上

の
障
害
の
あ
る
方
）
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
選
択
制
と
な
り
ま
す
（
対
象
障

害
と
等
級
、
所
得
に
制
限
有
り
）。

現
在
助
成
を
受
け
て
い
る
方
で
、
７

月
１
日
時
点
で
有
効
な
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方
に
は
、
６
月
25
日
に

申
請
用
紙
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
現

在
該
当
し
て
い
な
い
方
で
も
、
障
害

の
程
度
や
所
得
が
変
わ
る
と
該
当
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
･
宮
城
総
合
支
所
障
害
高

齢
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

新
し
い
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
お
届
け
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

70
歳
～
74
歳
の
方
へ
、
８
月
か
ら
使

用
で
き
る
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

７
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
８
月
以
降
に
病
院
等
で
受
診
す
る

際
は
、
お
手
元
の
被
保
険
者
証
と
一

緒
に
新
し
い
受
給
者
証
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
し
い
被
保
険

者
証
は
９
月
に
お
送
り
し
ま
す
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

７
月
は
「
愛
の
血
液
助
け
合
い

運
動
」
月
間
で
す

　
夏
季
は
学
校
や
企
業
等
か
ら
献
血

の
協
力
が
得
ら
れ
に
く
く
、
輸
血
用

の
血
液
が
不
足
す
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
　◦

本
人
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参　

問
健
康
安
全
課
☎
214
・
８
４
６
１

献
血
ル
ー
ム

所
在
地
等

杜
の
都
献
血

ル
ー
ム
Ａア

Ｏオ

ＢバＡ

青
葉
区
一
番
町
４│

９│

18　
Ｔ
Ｉ
Ｃ
ビ
ル
６
階

☎
738
･
9
1
0
1

献
血
ル
ー
ム

ア
エ
ル
20

青
葉
区
中
央
1│

3│

1

ア
エ
ル
20
階

☎
711
･
2
0
9
0

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配（
出
前
）

を
利
用
す
る
際
の
食
中
毒
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
気
温
が
上
昇
す
る
と
、
食
中
毒
の

リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配
を
利
用
す
る

機
会
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
食
品
は
、
調
理
後
速
や
か
に
食
べ

る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

食
中
毒
を
予
防
す
る
た
め
、
長
時
間

放
置
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飲
食
店
の
方
へ

　
食
中
毒
予
防
の
３
原
則
（
つ
け
な

い
・
ふ
や
さ
な
い
・
や
っ
つ
け
る
）

を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
次
の
点
に

注
意
し
、
食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ

う
。

◦
持
ち
帰
り
に
適
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を

選
定
す
る
（
生
も
の
の
提
供
を
避
け

る
）　
◦
食
肉
等
の
加
熱
が
必
要
な

食
品
は
、
中
心
部
ま
で
し
っ
か
り
加

熱
す
る　
◦
購
入
者
へ
で
き
る
だ
け

早
く
食
べ
て
も
ら
う
よ
う
伝
え
る　

◦
無
理
な
く
調
理
で
き
る
数
量
で
注

文
を
受
け
る　
◦
持
ち
帰
り
時
に
保

冷
剤
等
を
準
備
す
る
等
、
適
切
な
温

度
管
理
を
行
う　
問
区
役
所
衛
生
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

７
月
か
ら
基
礎
健
診
が
始
ま
り

ま
す　

 

◦
受
診
期
間‖

７
月
１
日
㈭
～
９
月

30
日
㈭
、
令
和
４
年
１
月
４
日
㈫
～

31
日
㈪　
◦
対
象‖

35
歳
～
39
歳
の

方
お
よ
び
75
歳
以
上
の
方
等
で
、
市

が
実
施
す
る
基
礎
健
診
に
申
し
込
ん

だ
方　
◦
ま
だ
申
し
込
み
を
し
て
い

な
い
方
は
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家
庭
健
康
課
、

総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ

ー
ジ
）

民
生
委
員
に
よ
る
高
齢
者
見
守

り
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す

　
在
宅
高
齢
者
世
帯
調
査
に
代
え
て
、

調
査
対
象
者
の
一
覧
を
活
用
し
、
民

生
委
員
が
地
域
で
訪
問
な
ど
の
見
守

り
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◦
対
象‖

５
月
１
日
現
在
市
内
に
お

住
ま
い
で
75
歳
以
上
の
在
宅
の
方　

問
高
齢
企
画
課
☎
214
・
８
１
６
８

地
域
映
像
ソ
フ
ト
等
制
作
団
体

募
集

　
学
校
教
育
・
社
会
教
育
の
教
材
に

利
用
で
き
る
紙
芝
居
や
ビ
デ
オ
、
ス

ラ
イ
ド
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
の
制
作
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

◦
制
作
期
間‖

８
月
２
日
㈪
～
令
和

４
年
１
月
17
日
㈪　
◦
対
象‖

市
内

で
活
動
す
る
団
体
（
制
作
業
者
の
方

を
除
く
）
５
団
体
〔
選
考
〕　
◦
応

募
期
限‖

７
月
15
日
㈭　
◦
優
秀
作

品
は
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
に
推
薦　
◦

申
し
込
み
方
法
等
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
生
涯
学
習
課

☎
214
・
８
８
８
７

後期高齢者医療制度のお知らせ

問区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所
保健福祉課（☎は９ページ）

■後期高齢者医療被保険者証をお送りします
　８月から使用できる新しい被保険者証（色がオレンジ
色に変わります）を、簡易書留で７月末までにお送りし
ます。不在等で受け取ることができず、郵便局での保管
期限が過ぎた場合は、再度お送りすることができますの
で、お住まいの区の区役所・宮城総合支所保険年金課、
秋保総合支所保健福祉課へお問い合わせください。
■令和３年度の保険料決定通知書をお送りします
　７月中に保険料決定通知書をお送りします。保険料は
原則として、公的年金からの差し引きによる納付となり
ますが、年金額が年額18万円未満の方や、後期高齢者
医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の２分の１を
超える方等は、口座振替や納付書による納付となります。
　なお、公的年金から差し引きされる方は、申請により
口座振替に変更することができます。10月からの変更を
希望する方は、７月30日㈮までに手続きしてください。
申請方法は、保険料決定通知書をご覧ください。
■令和３年度の保険料（１人当たりの年額）の算定方法

●保険料は①と②の合計です（限度額64万円）
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除
額が変わります　
■障害認定による後期高齢者医療制度への加入
　一定の障害がある方は、65歳の誕生日以降、申請に
より後期高齢者医療制度に加入することができます。

①均等割額 42,240円

②所得割額 （総所得金額等ー基礎控除額43万円※）
×所得割率（7.97％）
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